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船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 貨物船 神洋丸 

   船舶番号 １２７９２８ 

   総トン数 １４７トン 

 

   事故種類 乗揚 

   発生日時 平成２０年１０月１０日 １０時１５分ごろ 

   発生場所 岡山県笠岡市コゴチ島 

         沖ノ白石灯台から真方位０１９°４００ｍ付近 

         （概位 北緯３４°２６.２′ 東経１３３°３０.９′） 

 

 

                      平成２１年１０月２９日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船神
しん

洋
よう

丸は、船長ほか３人が乗り組み、関門港から備後灘を白石瀬戸に向けて

航行中、平成２０年１０月１０日１０時１５分ごろ岡山県笠岡市コゴチ島北西端の岩

場に乗り揚げ、船首船底にき
．
裂を伴う擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査

官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２１年１月１３日、２月５日、１０日、８月５日 口述聴取 
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  平成２１年２月２日、１０日、２４日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、神洋丸（以下「本船」という。）船長（以下「船

長Ａ」という。）及び一等航海士（共有船舶所有者である濵口海運株式会社（以下

「Ａ社」という。）の代表取締役（以下「航海士Ａ」という。））の口述並びに甲板

長の回答書によれば、次のとおりであった。 

 本船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、石炭約４８０トンを積載して平

成２０年１０月９日１７時００分ごろ関門港若松区を出港し、岡山県西大寺港に向 

かった。 

 船長Ａは、出港操船に引き続き船橋当直につき、２０時００分ごろ山口県小野田港

沖で船橋当直を航海士Ａと交代し、自室にて睡眠を取った。 

 船長Ａは、翌１０日００時４０分ごろ昇橋し、山口県祝島付近で航海士Ａから船橋

当直を引き継いだ。 

 船長Ａは、０４時００分ごろクダコ水道西口付近で航海士Ａと船橋当直を交代して

自室で睡眠を取り、０６時３０分ごろ甲板長に起こされて食事をとった後、０７時００

分ごろ鼻
はな

栗
ぐり

瀬戸付近で航海士Ａと交代して単独の船橋当直についた。 

 船長Ａは、立ったまま手動操舵で弓削
ゆ げ

瀬戸を通過し、０８時１５分ごろ百貫
ひゃっか

島
ん 

灯台

から２８１°（真方位、以下同じ。）１,３００ｍ付近で、広島県躑躅
つ つ じ

島南方約８００

ｍ沖に向く、約０６５°に針路を定め、約８.５ノット(kn)（対地速力、以下同

じ。）の速力とし、自動操舵により航行した。 

 船長Ａは、０９時３２分ごろ走港
はしりこう

中北防波堤西灯台から３１９°３,２００ｍ付近

で、針路を約０６０°として航行中、白石瀬戸付近に漁船を４隻認めていたが、前路

には接近しそうな船舶がおらず、航海に慣れた海域であったことから、安心して気が

緩み、１０月９日に前任の一等航海士が下船し、代わりに航海士Ａが乗船していたこ

とによる気疲れも加わり、軽い疲れを感じるようになった。 

 船長Ａは、福山港第１号灯標（以下「第１号灯標」という。）を右舷に見た後、い

つもは座ることのない船橋内後部のソファーに少しの間のつもりで座り、ソファー脇

の棚に左肘を乗せた状態で単独の船橋当直を続け、前路に他船がおらず、自動操舵と
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していたことから４、５分後に居眠りに陥った。 

 本船は、船長Ａが居眠りをしていたため、沖ノ白石灯台から２５３°２,８１０ｍ

付近の変針予定場所を通過し、潮流の影響により右方に圧流されながら航行中、１０

時１５分ごろ、沖ノ白石灯台から０１９°４００ｍ付近のコゴチ島北西端の岩場に乗

り揚げた。 

 船長Ａは、乗揚の衝撃で目を覚まし、他の乗組員は衝撃を感じてすぐに昇橋し、機

関長及び甲板長が船体の点検を行い、船長Ａが機関を使用して約３０分間離礁を試み

たが離礁できなかったため、乗り揚げてから約２時間後に海上保安庁に連絡し、航海

士Ａがタグボートの手配を行った。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年１０月１０日１０時１５分ごろで、発生場所は、

沖ノ白石灯台から０１９°４００ｍ付近のコゴチ島北西端の岩場であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長Ａ及び航海士Ａの口述並びに航海日誌によれば、船首船底にき
．
裂を伴う擦過傷

を生じ、１０月１０日１８時４５分ごろ、潮が満ちるのを待って、来援したタグボー

トにより引き降ろされ、応急修理を行ったのち、岡山県新笠岡港に入港した。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 

    船長Ａ 男性 ７３歳 

     四級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和４７年１２月８日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成１６年７月５日 

      免状有効期間満了日 平成２１年１２月２１日 

  (2) 船長Ａの主な乗船履歴等 

   ① 主な乗船履歴 

     船長Ａの口述によれば、昭和２５年に漁船の甲板員として乗船し、一等航

海士及び船長を経験した。その後、外航船の三等航海士、二等航海士及び一

等航海士となり、昭和５５年１２月からは内航船の一等航海士及び船長を経

験した。本船には、平成２０年１月７日に臨時船長として初めて乗船し、平



- 4 - 

成２０年９月１７日に西大寺港で船長として乗船していた。 

     備後灘から白石瀬戸までの海域を航行した経験は、船員になってからは数

え切れないほどあり、神洋丸に乗船してからも約５０回あった。 

   ② 健康状態 

     船長Ａの口述及び船員手帳によれば、事故当時の健康状態は良好で、持病

もなく、視力は、裸眼で左右とも０.６で、聴力は、補聴器を使用していた。 

     なお、事故直前の２４時間以内において、気分が悪い、又は病気だったこ

とはなく、医薬品及びアルコールも摂取しておらず、睡眠時無呼吸症候群と

診断されたこともなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １２７９２８ 

  船 籍 港  岡山県笠岡市 

  船舶所有者  渡邉海運株式会社、Ａ社 

  運 航 者  協成海運株式会社 

  総 ト ン 数  １４７トン 

  Ｌ×Ｂ×Ｄ  ４７.７４ｍ×８.００ｍ×４.９０ｍ 

  船   質  鋼 

  機   関  ディーゼル機関１基 

  出   力  ４０４kＷ（連続最大） 

  推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

  進水年月日  昭和６０年３月８日 

 

 2.5.2 積載状態 

  船長Ａの口述及び積荷役協定書によれば、石炭約４８０トンを積載し、関門港若

松区出港時の喫水は、船首約２.６０ｍ、船尾約３.５５ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) 船長Ａの口述によれば、本船は、操舵装置、レーダー、ＧＰＳプロッター

を装備し、事故当時、レーダーは休止中でＧＰＳプロッターは作動中であり、

船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。居眠り防止装置は装備

されていなかった。 

   (2) 船長Ａの口述及び回答書によれば、船橋内右舷後部には、幅約１８７㎝、

奥行約９０㎝、床から座面までの高さが約５９㎝の、畳敷きのソファーが設
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置されていた。 

   (3) 船長Ａの口述によれば、船橋内の両舷にある扉及び窓は、冷暖房を使用す

る時期はすべて閉め切っており、事故当日も同様に閉め切られ、船橋後部の

エアコンの暖気で船橋内は暖かかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

  事故発生場所の北約９.５㎞に位置する笠岡地域気象観測所の事故当日１０時００

分の観測値は、天気は曇り、風向北西、風速２m/s、気温は２２.６℃であった。 

 

 2.6.2 潮汐 

  海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故発生場所の最寄りの笠岡港における潮

汐は、下げ潮の中央期であった。 

 

 2.6.3 潮流 

  海上保安庁刊行の備後灘及び備讃瀬戸潮流図によれば、備讃瀬戸（三ツ子島）に

おける潮流は、１０日０８時４３分ごろが東北東流の最強（１.３kn）で、１２時

３１分ごろが転流となっており、本船が通過した第１号灯標付近の潮流は、弱い西

南西～南西流、白石瀬戸西方の潮流は弱い東北東～東流であった。 

 

 2.6.4 乗組員の観測 

  船長Ａ及び航海士Ａの口述によれば、事故当日１０時１５分ごろの事故発生場所

付近の気象及び海象は、次のとおりであった。 

   ① 船長Ａ 

     天気 晴れ、風 ほどんどなし、視界 良好、海上 平穏、潮流 弱い南

流 

   ② 航海士Ａ 

     天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

 

２.７ 運航状況に関する情報 

 船長Ａ及び航海士Ａの口述によれば、本船の主な積地は、西大寺港で、揚地は、月

のうち約８航海が関門港、福岡県苅田港、山口県宇部港、月に１～２航海が阪神港、

東播磨港、兵庫県赤穂港で、主な積荷は、石膏
せっこう

であった。復航の際、石炭を積んで西

大寺港に運ぶこともあった。 

 本船は、関門港若松区、西大寺港間の航海時間が約１８～１９時間を要するが、船
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員法第７２条の２に定められている特例の指定を受け、連続航行時間が１６時間を超

える航海が認められていた。 

 乗船中の休暇については、１か月間に１～２日程度であった。また、荷役について

は、乗組員が行わず、すべて陸上側の作業員が行っていた。 

 

２.８ 本船の運航模様並びに荷役中の船長Ａの就労及び休息状況 

 2.8.1 本船の運航模様及び船長Ａの睡眠の状況 

  船長Ａの回答書及び航海日誌によれば、次のとおりであった。 

月日 運 航 模 様 
睡眠 
時間 
(h) 

備 考 

10/ 1   09:35 黒崎入港 ６ 09:50 着岸 

 15:10 黒崎出港    

    2   07:00 西条入港 ７ 08:00 着岸 

 11:50 西条出港    

    3   02:00 貝塚入港 10 08:10 着岸 

 11:00 貝塚出港 18:00 西大寺入港   

    4  運航なし（西大寺港で待機） ８ 11:00 着桟 

    5  運航なし（西大寺港で待機） ８  

    6 10:45 西大寺出港  ７  

    7   05:00 宇部入港 ８ 07:40 着岸 

 11:10 宇部出港    

    8   03:40 西大寺入港 ８ 07:20 着桟 

 10:25 西大寺出港    

    9   07:45 黒崎入港 ６ 08:00 着桟 

 13:40 黒崎出港 14:35 若松入港   

 17:00 若松出港    

 

 2.8.2 船長Ａの荷役中の就労及び休息状況 

  船長Ａの口述によれば、本船は、平成２０年１０月８日１０時２５分ごろ西大寺

港を出港し、翌９日０８時ごろ関門港若松区（黒崎）に入港して０８時３０分ごろ

から揚げ荷役を開始し、１３時３０分ごろ同荷役が終了した。船長Ａは、揚げ荷役

の開始から終了までの間自室にて実質４時間の睡眠を取り、１３時過ぎに乗組員に

起こされた。 

  本船は、積み荷役を行うため同港若松区内を移動し、同区（若松）に到着した。

１５時３５分ごろから積み荷役を開始して１６時５０分ごろ同荷役が終了し、１７

時００分ごろ関門港若松区（若松）を出港した。船長Ａは、積み荷役の開始から終

了までの間、船橋で荷役を眺めていた。 
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２.９ 航海当直体制に関する情報 

  (1) 船長Ａの口述によれば、原則、船長Ａ及び航海士Ａの２人による単独の６時

間交代で行っているが、事故当時は、お互いに気を遣って、早めの４時間程度

での交代となっていた。また、船橋当直者が疲れを感じた際など司厨長として

乗船していた甲板長を昇橋させることも可能であったが、船長Ａは、甲板長の

主な仕事は賄いであったことから、本事故時は船橋に呼ばなかった。 

  (2) 船長Ａの口述によれば、関門港若松区出港後の航海当直の実施状況及び航海

士Ａが当直中の船長Ａの行動は、次のとおりであった。 

     １７時００分ごろ～２０時００分ごろ 船長Ａ 

     ２０時００分ごろ～００時４０分ごろ 航海士Ａ 

      船長Ａは、船橋当直交代後、すぐに降橋して睡眠を取った。００時３０

分に目覚まし時計をセットし、００時４０分ごろに昇橋した。 

     ００時４０分ごろ～０４時００分ごろ 船長Ａ 

     ０４時００分ごろ～０７時００分ごろ 航海士Ａ 

      船長Ａは、船橋当直交代後、降橋して睡眠を取った。０６時３０分ごろ

食事の支度ができたことを甲板長が知らせにきて起こされ、食事を済ませ

て昇橋した。 

     ０７時００分ごろ～１０時１５分ごろ（事故発生） 船長Ａ 

 

２.１０ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の水路誌及び海図Ｗ１１１８によれば、白石瀬戸は、福山港の東方

約３海里（Ｍ）の岡山県高島と同県白石島間に位置し、幅約１,５００ｍ長さ約 

１,０００ｍで、小高島、コゴチ島によって３分割され、いずれの可航幅も約３７０

ｍであり、航行船舶の利用に供されている。 

 

２.１１ 安全管理に関する情報 

 船長Ａ及び航海士Ａの口述によれば、安全管理規程は、本船の運航者が作成し、本

船の船橋内に備え付けられていた。運航者は、Ａ社とともに安全運航に努め、本船が

西大寺港に入港した際には、航海士Ａが訪船し、口頭で安全運航に関する教育として、

当直者が眠くなったときには他の者に代わってもらうか皆が眠いときには錨泊して仮

眠をとるように指導していた。 

 

 

 

 



- 8 - 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船は、船長Ａが単独で船橋当直中、０８時１５分ごろ、百貫島灯台から

２８１°１,３００ｍ付近で、約０６５°に針路を定め、約８.５knの速力で、

自動操舵により航行した。 

   (2) 本船は、０９時３２分ごろ走港中北防波堤西灯台から３１９°３,２００

ｍ付近で、自動操舵のまま約０６０°の針路として同じ速力で航行を続けた。 

   (3) 船長Ａは、針路を約０６０°にした後、白石瀬戸付近に漁船を４隻認めた

が、前路には接近しそうな船舶がいなかったことから、安心して気が緩み、

疲れを感じるようになった。 

   (4) 船長Ａは、第１号灯標を通過した後、いつもは座らない船橋内後部の 

ソファーに少しの間のつもりで座り、ソファー脇の棚に左肘を乗せた居眠り

に陥りやすい姿勢で当直を続けるうち、４、５分後に居眠りに陥った。 

   (5) 本船は、船長Ａが居眠りに陥ったため、沖ノ白石灯台から２５３°２,８１０

ｍ付近の変針予定場所を通過して、潮流により右方に圧流されながら同じ速

力で航行を続け、コゴチ島北西端の岩場に乗り揚げた。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、事故発生日時は、平成２０年１０月１０日１０時１５分ごろで、事

故発生場所は、沖ノ白石灯台から０１９°４００ｍ付近であったものと考えられる。 

 

 3.1.3 ２人当直としなかった状況 

  ２.１及び２.９から、本船は、４人が乗り組み、船橋当直者が疲れを感じた際、

甲板長を呼んで２人当直とすることが可能であったが、甲板長の職務は主に賄いで

あったことから、船長Ａは、甲板長を呼ばなかったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４(1)から、船長Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

     2.5.3(1)から、船体、機関及び機器類に不具合及び故障はなかったが、居
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眠り防止装置は装備されていなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 居眠りに陥った状況 

  ２.１、２.４、2.5.3(3)、２.８及び２.９から、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａは、躑躅島南方を通過した後、前路に接近しそうな船舶が存在せず、

航海に慣れた海域であったことから、安心して気が緩み、細切れの睡眠と不

規則な船橋当直、及び航海士Ａが乗船していたことにより、疲れを感じたた

め、少しの間のつもりでソファーに座った可能性があると考えられる。 

   (2) 船長Ａは、単独で船橋当直につき、自動操舵で航行中、暖房が効いた船橋

内で、ソファーに座って脇の棚に左肘を乗せた居眠りに陥りやすい姿勢で当

直を続けたことから、居眠りに陥ったものと考えられる。 

 

 3.2.3 気象及び海象の状況 

  ２.６から、天気は晴れで、風及び波浪はほとんどなく、視界は良好で、海上は

平穏、事故発生場所付近には、弱い東北東～東流があったものと考えられる。 

 

 3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１、2.5.3及び3.2.2から、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａは、暖房の効いた船橋内で単独で当直につき、自動操舵で航行中、

ソファーに座って脇の棚に左肘を乗せた居眠りに陥りやすい姿勢で当直を続

けたことから居眠りに陥ったものと考えられる。 

   (2) 船長Ａは、前路に接近しそうな船舶が存在せず、航海に慣れた海域であり、

安心して気が緩んだこと、細切れの睡眠と不規則な船橋当直、及び航海士Ａ

が乗船していたことにより、疲れを感じたことから、少しの間のつもりでソ

ファーに座った可能性があると考えられる。 

   (3) 本船は、船長Ａが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、コゴチ島

北西端の岩場に向け航行して同岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

   (4) 本船には、居眠り防止装置が装備されていなかったが、同装置が装備され

ていれば、船橋当直者が居眠りに陥ったとしても、警報音により目が覚め、

本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、本船が、備後灘を白石瀬戸に向け航行中、単独で船橋当直中の船長Ａが
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居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、コゴチ島北西端の岩場に向け航行して

同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 船長Ａが居眠りに陥ったのは、暖房の効いた船橋内で、少しの間のつもりで 

ソファーに座って脇の棚に左肘を乗せた居眠りに陥りやすい姿勢で当直を続けたこと

によるものと考えられる。 

 船長Ａがソファーに座ったのは、前路に接近しそうな船舶が存在せず、航海に慣れ

た海域であったことから、安心して気が緩み、細切れの睡眠と不規則な船橋当直によ

り、疲れを感じたことによる可能性があると考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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